
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご予約電話番号 ０８８－６３７－３１１２ 
 

窓  口  住民課（役場１階） 

受付時間  午前８時３０分 ～ 午後５時  
※土日、祝日、12/29～1/3を除く 

 
・利用希望日の３開庁日前（土日・祝日・12/29～1/3を含まない）までにご予約ください。 

・亡くなった方、窓口に来る方、相続人の方の情報をお伺いしますのでご協力をお願いします。

スムーズに手続を行うため、関係課に情報を提供しますのでご了承ください。 

・手続によっては、担当課窓口にご案内する場合や後日に手続が必要な場合があります。 

・おくやみコーナーを利用せず、従来どおり直接担当課窓口での手続もできます。 

・亡くなった方の戸籍謄抄本については、死亡届を提出されてから戸籍に内容が反映されるまで

１週間程度かかります。（本籍地が本町以外の方は 2～3週間） 

おくやみコーナーの利用案内 

このたびのご親族のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。 

身近な人が亡くなられた後の手続については、お亡くなりになった

方によって必要な手続が異なり、中には複雑なものも含まれ、ご遺族の

大きな負担となっています。 

「おくやみコーナー」では、なじみのない手続にご不安をお持ちの方

に、各種手続のお手伝いやご案内をさせていただき、手続を安心して進

められるようサポートいたします。 

どうぞご利用ください。 
 



 

 



 

 

 

 

お越しの際には該当するものをお持ちください。 
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（１）窓口に来る方（ご遺族）のもの 

□ 窓口に来る方の本人確認書類 

・写真付きのもの 

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など 

・写真付きのものがない場合は次から２点 

被保険者証（健康保険・介護保険）、年金手帳 など 

□ 認印（相続人代表・喪主） 

□ 預貯金通帳等（相続人代表・喪主） 

※国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は、葬祭を行っ

た方に葬祭費が支給されます。 

□ 新たな引落口座がわかるものと銀行届出印 

※亡くなった方名義の預貯金通帳から町税等を口座引き落としされてい

て、ご遺族等名義の口座に変更する場合に必要です。 

□ あいずみ町住民カード 

（役場以外の手続で【印鑑登録証明書】が必要な場合） 

□ 委任状 

 

※死亡に伴う手続は、法令等によって手続できる親族の範囲が異なります。亡く

なった方と窓口に来る方の続柄によっては、手続いただけないものもありま

すので、ご了承ください。 

また、亡くなった方と住民票が同じ世帯でない相続人が手続される場合は委任

状、戸籍謄本等が必要になる場合がある他、相続人以外の代理の方が手続され

る場合は相続人の委任状が必要となる場合がありますので、ご注意ください。 

なお、相続人代表者が、法定相続人でなく遺言書によって相続人となられた場

合は、遺言書（公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言(検認済のもの））

をお持ちください。 

１．おくやみコーナーにお持ちいただくもの 
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２．亡くなった方に関する手続 

（１）住民関係、年金 

 

 

 

受付窓口
担当課

住
民
関
係

印鑑登録を
している方

印鑑登録証（あいず
み町住民カード）の
返還

・印鑑登録証（あいずみ町住民カード）
住民課

☎088-637-3112

・亡くなった方の年金証書

・請求者の預貯金通帳

・請求者の印鑑（認印）

・請求者の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証等）

・請求者のマイナンバーが分かる書類

・生計同一が確認できない場合は申立書

・未支給年金の請求要件を満たす方がいない
　場合は、受給権者死亡届

・亡くなった方の年金手帳

・請求者の年金手帳

・死亡診断書の写し

・請求者と亡くなった方との関係がわかる
　戸籍謄本（又は法定相続登記情報の写し）

・請求者の預貯金通帳

・生計同一が確認できない場合は申立書

・請求者の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証等）

・請求者のマイナンバーが分かる書類

厚生年金を
受給している方

共済年金を
受給している方

農業者年金を
受給している方

恩給を
受給している方

国民年金基金に
加入している方

区
分

対象者 主な手続き 必要なもの

※遺族基礎年金が請求できる方は、上記に加
　え、死亡診断書の写し、所得証明書（マイ
　ナンバーの記載があれば不用）

年
金

国民年金を
受給している方

未支給年金請求

遺族基礎年金請求

徳島北年金事務所（☎088-655-0200）へお問い合わせください。
予約専用番号：ナビダイヤル（☎0570-05-4890）

各共済組合へお問い合わせください。

ＪＡ徳島県藍住支店（☎088-692-2231）へお問い合わせください。

総務省恩給相談窓口（☎03-5273-1400）へお問い合わせください。

全国国民年金基金（☎0120-65-4192）へお問い合わせください。

・請求者と亡くなった方との関係がわかる
　戸籍謄本又は抄本（又は法定相続登記情
　報の写し）

国民年金に
加入している方

遺族基礎年金請求

死亡一時金請求

寡婦年金請求

住民課
☎088-637-3113

又は
徳島北年金事務所
☎088-655-0200
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（２）健康保険、介護保険、高齢者 

 

受付窓口
担当課

●国民健康保険に加入している方の場合

・亡くなった方の被保険者証、資格確認書等、
　各種認定証

・記載事項（世帯主）に変更のある方の被保
　険者証、資格確認書等、各種認定証

・喪主の方の印鑑（認印）

・手続する方の印鑑（認印）

・手続する方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証等）

・喪主名義の振込先口座がわかるもの

●国民健康保険に加入していない世帯主の場合

・その世帯の国民健康保険加入者の被保険者
　証、資格確認書等、各種認定証

・手続する方の印鑑（認印）

・手続する方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証等）

・亡くなった方の被保険者証、資格確認書、
　各種認定証

・手続する方の本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証等）

・喪主名義の振込先口座がわかるもの

・相続人代表の方の印鑑（認印）

・相続人代表の方名義の振込先口座がわかるもの

・亡くなった方の被保険者証（黄）

・亡くなった方の負担割合証（水色）(該当の
　方)

・亡くなった方の負担限度額認定証（緑）(該
　当の方)

・亡くなった方の社会福祉法人等利用者負担
　軽減確認証（青）(該当の方)

・相続人代表の方の印鑑（認印）

・相続人代表の方名義の振込先口座がわかるもの

・事業利用辞退届を提出するご家族の方の印鑑
　（認印）

・未使用の安心シール

事業対象者または要支
援１・２の認定を受け
ている方で、介護予防
サービス又はサービ
ス・活動事業を利用し
ている方

各サービスの終了

・地域包括支援センターへの連絡及び利用中の
　介護サービス事業所への連絡が必要です。
※要介護１～５の認定を受けている方で介護
　サービスを利用の方は担当のケアマネジャ
　ーへご連絡ください。

区
分

健
康
保
険

介
護

対象者 主な手続き 必要なもの

後期高齢者医療保険に
加入している方

被保険者証等の返還

保険料に関する相続
人代表届

介護認定申請取下げ
書届出(該当の方)

６５歳以上の方
又は
介護認定を
受けている方
（介護認定申請中の方
を含む）

国民健康保険に加入し
ている方
又は
国民健康保険に加入し
ている方がいる世帯の
世帯主

資格喪失

被保険者証、資格確
認書等及び各種認定
証の返還

葬祭費支給申請

送付先申請

（世帯主の場合)
世帯内の国民健康保
険加入者全員に交付
している被保険者
証、資格確認書等の
記載事項変更

健康推進課
☎088-637-3115

高
齢
者

地域包括支援
センター

☎088-637-3175

介護保険室
☎088-637-3311

認知症高齢者見守り
事業利用取下げ書届
出（該当の方）地域包括支援センター

へ事業申請を行い利用
している方

高齢者見守り安心
シール交付事業利用
取下げ書届出（該当
の方）

被保険者証、資格確
認書及び各種認定証
の返還

葬祭費支給申請

相続人代表者の申立
書・誓約書

保険料に関する相続
人代表届

・事業利用廃止届を提出するご家族の方の印鑑
　（認印）
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（３）税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付窓口
担当課

・亡くなった方の納税通知書

・手続する方の本人確認書類
　(マイナンバーカード、運転免許証等)

・同一世帯以外の相続人の方がお越しになる
　場合、相続関係が確認できる書類（戸籍謄
　本等）

●口座振替を新たに申込（変更）される方

・新たに申込される方の預貯金通帳
・印鑑（銀行届出印）

●口座振替を廃止される方

・廃止される方の印鑑（認印）

相続人代表納税者指定
及び現所有者申告

・手続する方の本人確認書類
　(マイナンバーカード、運転免許証等)

未登記家屋の名義変更
・同一世帯以外の相続人の方がお越しになる
　場合、相続関係が確認できる書類（戸籍謄
　本等）

土地・家屋の相続登記
（名義変更）

・本人が死亡したこと及び手続をする方が相
　続人であることがわかる戸籍謄本等

・手続する方の本人確認書類
　(マイナンバーカード、運転免許証等)

・相続人でない方が手続する場合は相続人の
　方からの委任状が必要です。

・ナンバープレート（廃車の場合や名義変更
　時に藍住町ナンバーを変更したいとき）

※毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税さ
　れます。名義変更・廃車等は早めの手続を
　お願いします。

三輪・四輪の軽自動車

名義変更又は廃車

軽二輪車（125cc超）

名義変更又は廃車

区
分

対象者 主な手続き 必要なもの

税

町税が課税さ
れている方
(納税義務者・
納税管理人・
相続人代表等)

今後の納税に関する手
続・納付について
(口座振替の変更又は
廃止等)

四国運輸局徳島運輸支局（☎050-5540-2074）へ
お問い合わせください。

徳島県軽自動車協会（☎088-641-2010）へ
お問い合わせください。

徳島地方法務局（☎088-622-4683）へ
お問い合わせください。

※令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました。

税務課
☎088-637-3117

土地・家屋等
の固定資産を
お持ちの方

軽自動車を
お持ちの方

原動機付自転車

小型特殊自動車等

ミニカー　等

藍住町ナンバーの
名義変更又は廃車

税務課
☎088-637-3117
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（４）福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付窓口
担当課

・相続人の方の印鑑（認印）

・相続人の方名義の振込先口座がわ
　かるもの

・亡くなった方との関係により戸籍
　謄本等が必要な場合があります

●対象の児童が亡くなった場合
・受給者の印鑑（認印）

●受給者が亡くなった場合
・手当対象児童の印鑑（認印）
・手当対象児童名義の振込先口座が
　わかるもの

受給者証（障害福祉
サービス、地域相談支
援、障害児通所支援）
をお持ちの方

受給者証返還届 ・亡くなった方の受給者証

・亡くなった方の重度心身障がい者
　等医療費受給者証

・手続する方の印鑑（認印）

・亡くなった方の手帳

・亡くなった方の自立支援医療受給
　者証（精神通院）

・亡くなった方の手帳

区
分

福
祉

受給者証返還届

受給者証返還届
・亡くなった方の更生医療受給者
　証、又は育成医療受給者証

対象者 主な手続き 必要なもの

自立支援医療受給者証
（精神通院）をお持ち
の方

更生医療受給者証、
育成医療受給者証を
お持ちの方

精神障害者保健福祉手
帳をお持ちの方

手帳返還届

福祉課
☎088-637-3114

保健センター
（総合文化ホール内）

☎088-692-8658

特別障害者手当、
障害児福祉手当、
経過的福祉手当を
受給している方

身体障害者手帳、
療育手帳をお持ちの方

手帳返還届

重度心身障がい者等医
療費助成を受給してい
る方

資格内容変更届

受給者証の返還

特別児童扶養手当を
受給している方

資格喪失届

未払い手当の請求

資格喪失届

未払い手当の請求
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（５）児童手当、子ども医療費助成等 

 

 

受付窓口
担当課

児童手当支給対象の
児童の方

受給事由消滅、又は
額改定(減額)

なし

・新たな受給者のマイナンバーカード

・新たな受給者の加入医療保険情報が分か
　るもの※

・請求者名義の振込先口座がわかるもの

未払い手当の請求

・対象児童名義の振込先口座がわかるもの

・受給者証

・保護者の印鑑（認印）

・対象となる子どもの加入医療保険情報が
　分かるもの※

子どもはぐくみ医療
費助成の対象児童の
方

受給者証の返還 ・受給者証

・児童扶養手当証書

・対象児童名義の振込先口座がわかるもの

・請求者、児童及び扶養義務者のマイナン
　バーカード

・請求者名義の振込先口座がわかるもの

・年金記号番号等がわかるもの

・請求者の印鑑（認印）

・世帯の状況により申立書が必要な場合が
　あります

・受給者（保護者等）の印鑑（認印）

・児童扶養手当証書

・亡くなった方及び受給対象者（子ども）
　のひとり親家庭等医療費受給者証

・対象となる子どもと新たな保護者の加入
　医療保険情報が分かるもの※

・受給者（保護者等）の印鑑（認印）

・亡くなった方のひとり親家庭等医療費受
　給者証

・受給者（保護者等）の印鑑（認印）

住所・氏名・世帯状況
変更届

口座振替の変更

退所届（通う子どもが
亡くなった場合）

認可外保育施設、一
時預かり事業、病児
保育事業等の利用に
係る、保育無償化の
対象児童又はその保
護者

施設等利用給付認定取
消届
又は
施設等利用給付認定変
更届

・印鑑（認印）

子
ど
も

区
分

受給者の変更
子どもはぐくみ医療
費助成を受給してい
る方

受給事由消滅

認定請求（受給者変
更）

未払い手当の請求

児童手当を受給して
いる保護者の方

ひとり親家庭等医療
費助成を受給してい
る児童の方

資格内容変更届

受給者証の返還

保育所（園）に通う
子ども又はその保護
者

必要なもの

・印鑑（認印）

・新たに口座振替を申込される方の口座が
　わかるもの

対象者 主な手続き

※加入医療保険情報が分かるもの・・・　加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」又は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「資格情報のお知らせ（被保険者名、加入日がわかるもの）」等

福祉課
☎088-637-3114

受給者死亡届兼未支払
手当請求

新規認定請求

児童扶養手当を受給
している保護者の方

児童扶養手当支給対
象の児童の方

資格喪失、又は
額改定（減額）

ひとり親家庭等医療
費助成を受給してい
る保護者の方

資格内容変更届

受給者証の返還

新規認定申請書
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（６）町営住宅、し尿、犬、上下水道 

 

（７）広報 

 

受付窓口
担当課

就学援助申請者の児
童の方

就学援助変更申請 なし

町内の幼稚園・小学
校・中学校に通う児
童、生徒の保護者

給食費の口座振替の変
更

・新たに口座振替を申込される方の口座が
　わかるもの

・新たに申請者となる方名義の振込先口座
　がわかるもの

必要なもの

子
ど
も

学校教育課
☎088-637-3128

就学援助申請者の保
護者の方

就学援助変更申請

区
分

対象者 主な手続き

受付窓口
担当課

・承継手続きが必要です。

　来庁された際にご説明します。

・退去手続きが必要です。

　来庁された際にご説明します。

町営住宅に入居の同
居親族が亡くなった
方

同居者異動届出 ・入居契約をしている方の印鑑（認印）

犬 犬を所有している方 所有者の変更 なし

使用者変更届 使用者の変更
・新たに使用者となる方の印鑑（認印）

口座振替依頼書（変
更）

登録口座の変更が必要な場合
・振替口座がわかるもの（預貯金通帳等）
・口座名義人の印鑑(銀行届出印)

納付管理人（送付先）
届

納付管理人の登録が必要な場合
・納付管理人（送付先）届の提出
・新たに納付管理人となる方の印鑑
　（認印）

区
分

対象者 主な手続き 必要なもの

上
下
水
道

町
営
住
宅

し
尿

浄化槽を
所有している方

上下水道課
☎088-637-3131

水道契約者、又は納
付者の方が亡くなっ
た場合

契約者本人が亡くな
り、町営住宅を退去
される方

町営住宅の返還

契約者が亡くなり、
引き続き町営住宅に
入居される同居親族

入居承継の届出

所有者変更の届出

し尿汲取り手数料口座
振替依頼書

・新たに口座振替を申込される方の口座が
　わかるもの

・印鑑（銀行届出印）

生活環境課
☎088-637-3116

受付窓口
担当課

広
報

広報あいずみの郵送
申込みをしている方

「広報あいずみ」郵送
の停止又は送付先の変
更申請

なし
企画政策課

☎088-637-3124

区
分

対象者 主な手続き 必要なもの



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


